


【安全保障貿易管理に関する重要なお知らせ】

本製品（およびその技術）は、外国為替及び外国貿易法（外為法）に

定める「リスト規制貨物」に該当する「ペプチドの合成を行うための装置」に該当、

または関連する可能性がございます

つきましては、本製品を日本国外へ持ち出す（輸出する）場合、または

非居住者に提供する場合は、同法に基づき経済産業大臣の輸出許可

（または役務取引許可）の取得が必要となる場合がございます

その際は、お客様の責任下において必要な手続きをとっていただきますよう

お願い申し上げます








